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一
　
は
じ
め
に

　

数
年
前
、
神
奈
川
県
在
住
の
藤
原
家
の
片
隅
か
ら
、
ま
と
ま
っ
た
資
料

が
発
見
さ
れ
た
。
資
料
は
橋
間
き
ぬ
、
即
ち
本
稿
で
の
中
心
人
物
と
な
る

橋
間
直
治
の
母
が
生
涯
他
言
せ
ず
に
留
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
資
料
に

は
複
数
枚
の
写
真
、
橋
間
直
治
直
筆
の
手
紙
や
は
が
き
、
戦
死
報
告
書
や

弔
詞
綴
、
そ
し
て
生
還
し
た
同
部
隊
の
人
物
と
遺
族
や
親
族
間
で
の
や
り

取
り
が
記
さ
れ
た
手
紙
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
（
手
紙
書
類
な
ど
三
十
通
、

葉
書
三
通
、
写
真
十
七
枚
）。

　

偶
然
、
友
人
で
あ
る
藤
原
家
を
訪
れ
た
際
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
見
せ
て

い
た
だ
い
た
私
は
、
弔
詞
綴
の
日
付
に
目
を
奪
わ
れ
た
。
そ
こ
に
記
さ
れ

て
い
た
日
付
が
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
九
月
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
共
に
軍
組
織
は
解
体
し
た
の
だ
と
一
般
的
に
思
わ
れ
て

い
る
現
在
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
そ
の
「
常
識
」
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
橋
間
直
治
の
経
歴
及
び
右
記
の
資
料
を
紹
介
す
る

と
同
時
に
、
資
料
の
作
成
時
期
に
着
目
し
て
み
た
い
。

二
　
橋
間
直
治
の
経
歴

　

ま
ず
資
料
の
写
真
を
紹
介
し
た
い
。
一
枚
の
写
真
に
は
橋
間
直
治
と
そ

の
入
営
を
祝
す
出
征
旗
が
写
っ
て
い
る
。
出
征
旗
に
は
「
祝
入
営
」
と
大

き
く
墨
で
「
橋
間
直
治
君
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
作
成
者
の
名
は
は
っ

き
り
と
写
っ
て
い
な
い
。
背
面
に
は
手
書
き
で
「
紀
元
二
千
六
百
年
十
二

＝
資
料
紹
介
＝

橋
間
直
治
（
陸
軍
少
尉
）
資
料

─
終
わ
り
し
者
、
終
わ
ら
ぬ
「
も
の
」
─
─

林　
　
　
　
　

宇
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月
一
日
撮
影　

入
営
記
念
」
と
あ
り
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
十
二

月
一
日
に
入
営
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
し
て
南
京
の
ホ
テ
ル
で
友
人
と
撮
影
し
た
別
の
一
枚
の
裏
に
は
、
昭

和
十
七
年
四
月
十
二
日
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
昭
和
十
八
年
六
月
八
日
の

日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
写
真
に
は
、
ど
こ
か
の
塹
壕
で
知
人
と
再
会
し
た

際
の
姿
が
写
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
位
階
証
を
見
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
間
直
治

叙
正
八
位

昭
和
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

宮
内
大
臣
正
二
位
勲
一
等
松
平
恒
雄
宣

と
あ
り
、
他
の
旧
陸
軍
の
軍
階
記
録
と
対
照
し
て
み
る
と
（
ア
ジ
ア
歴
史

資
料
セ
ン
タ
ー
資
料
よ
り
）、
叙
正
八
位
は
陸
軍
少
尉
に
値
す
る
位
階
の

よ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
右
の
昭
和
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日
を
境
に
、
後

の
大
半
の
資
料
で
「
橋
間
直
治
少
尉
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
橋

間
直
治
は
少
尉
に
進
級
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

橋
間
直
治
に
関
わ
る
情
報
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
皮
肉
に

も
彼
が
亡
き
人
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
戦
死
報
告
書
な
ど
で
あ
っ
た
。
母

の
橋
間
き
ぬ
宛
て
に
届
い
た
数
通
の
戦
死
報
告
に
は
、
次
の
よ
う
な
内
容

が
見
ら
れ
る
。

▽
戦
死
報
告
書
（
白
紙
）

中
二
九
戦
第
一
七
五
号

　
　
　
　

戦
時
死
亡
者
ノ
件
通
牒

　
　

昭
和
十
九
年
九
月
四
日　

中
部
第
二
十
九
部
隊
長
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兵
庫
県
氷
上
郡
和
田
村
長
殿

椿 

六
八
四
七
部
隊
所
属
ノ
左
記
ノ
者 

六
月
十
五
日　
中
支
湖
南
省
長
沙

県
梅
渓
河
附
近
ニ

於
テ
戦
死
セ
ラ
レ
タ
ル
旨
通
牒
有
リ
タ
ル
ニ
付
内
報
ス

　
　
　
　
　

左　
　

記

官
氏
名　

陸
軍
少
尉
（
進
級
上
申
中
）
橋
間
直
治

本
籍
地　

兵
庫
県
氷
上
郡
和
田
村
小
野
尻
五
三
九

留
守
担
当
者

住
所
氏
名　

右
同　
　
　
　
　
　
　

橋
間
キ
ヌ

右
留
守
担
当
者
ニ
迅
速
確
実
ニ
伝
達
相
成
度
依
頼
ス

（
兵
庫
県
氷
上
郡
和
田
村
役
場
）

▽
死
亡
通
報

（
頁
1
）

　
　
　
　
　
　

死　

亡　

通　

報

本
籍　

兵
庫
県
氷
上
郡
和
田
村
小
野
尻
五
百
参
拾
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陸
軍
少
尉　

橋
間
直
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
尉
進
級
上
申
中
）

右
昭
和
十
九
年
六
月
十
七
日

中
華
民
国
湖
南
省
長
沙
県
岳
麓
山
麓
梅
渓
河
戦
闘
ニ
於
テ

右
肩
胛
下
部
穿
透
性
盲
管
銃
創
ヲ
受
ケ
壮
烈
ナ
ル

戦
死
セ
ラ
レ
候
条
此
段
通
告
候
也

追
而
市
町
村
長
ニ
対
ス
ル
死
亡
報
告
ハ
戸
籍
法
第
百
十
九
条
ニ
依
リ
官
ニ

於
テ
処
理
可
致
候
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昭
和
十
九
年
十
一
月
十
日　

中
部
第
二
十
九
部
隊
長　

馬
場
俊
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
田
鹿
蔵

橋 

間 
キ 
ヌ 

殿

（
頁
2
）

故
陸
軍
中
尉　

橋
間
直
治

　
　
　
　
　

遺
留
品
明
細
書

 

品 

目　
　
　
　

数　

量

夏
衣
袴　
　
　
　
　

一
組

冬
衣
袴　
　
　
　
　

一
組

毛
チ
ョ
ツ
キ　
　
　

一
枚

綿
カ
ー
タ
シ
ヤ
ツ　

一
枚

手
提
鞄　
　
　
　
　

一
個

ボ
ス
ト
ン
バ
ツ
グ　

一
個

　
　

第
三
十
四
師
団
工
兵
隊
長　

森
山
正
文
（
印
）

（
封
筒
表
：
検
閲
済
印
あ
り
）

（
封
筒
裏
：
椿
第
六
八
四
七
部
隊
）

▽
森
山
正
文
氏
手
紙

　
　
　
　

故
陸
軍
中
尉　
　
　
　
　
　

 

橋 

間 

直 

治

一
、
戦
死
年
月
日　
　

昭
和
十
九
年
六
月
十
七
日

一
、
戦
死
場
所　
　
　

中
華
民
国
湖
南
省
長
沙
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　

岳
麓
山
麓
梅
渓
河
附
近

一
、
戦
死
状
況　
　
　

六
月
十
七
日
岳
麓
山
攻
撃
ヲ
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゼ
ラ
ル
ゝ
ヤ
同
小
隊
長
橋
間
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　

尉
ハ
麓
ニ
ア
ル
梅
渓
河
ヲ
偵
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ス
ベ
ク
隊
長
ト
共
ニ
実
施
セ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

其
ノ
際
敵
ノ
重
火
器
ハ
熾
烈
ニ
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　

始
セ
リ
又
砲
弾
共
身
辺
ニ
炸
烈
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ル
モ
同
小
隊
長
ハ
沈
著
豪
胆
ニ
偵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

察
ヲ
ナ
シ
帰
路
ニ
ツ
カ
ト
セ
シ
際
敵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

軍
機
関
銃
ノ
一
弾
ハ
同
小
隊
長
ノ
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右
肩
胛
下
部
ニ
盲
管
無
念
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
天
ヲ
拝
シ
〇
二
・
一
〇
壮
烈
ナ
ル
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　

死
ヲ
遂
ゲ
リ

右
ノ
如
キ
状
況
デ
ア
リ
マ
ス

陛
下
ノ
赤
子
ヲ
ナ
ク
シ
愛
児
ヲ
ナ
ク
セ
シメ
タ
ル私

ハ
如
何
ニ
御
詑マ
マ

ビ
申
シ
テ
ヨ
イ
カ
身
ノ
置
キ
所
ニ
苦
ン
デ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス

早
速
御
詑マ
マ

申
上
ル
ベ
キ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
第
一
線
ノ
コ
ト
通
信

モ
出
来
ズ
紙
片
モ
ナ
ク
ナ
ガ
ビ
キ
御
詑マ
マ

申
上
マ
ス

最
後
ニ
皆
様
ガ
御
幸
福
ニ
御
暮
シ
下
サ
レ
ン
コ
ト
異
国
ノ

地
ヨ
リ
御
祈
リ
致
シ
マ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　

工
兵
隊
長　

森 

山 

正 

文

（
封
筒
：
中
支
派
遣
第
百
四
十
六
野
戦
郵
便
局

　
　

 

気
付

　
　
　
　

 

椿
第
六
八
四
七
部
隊
）

　

右
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
戦
死
直
前
の
橋
間
直
治
は
椿
第
六
八
四
七
工
兵

部
隊
の
小
隊
長
で
あ
り
、
部
隊
の
湘
桂
作
戦
に
参
加
し
て
い
た
。
最
初
の

昭
和
十
九
年
九
月
四
日
の
戦
死
報
告
書
に
は
詳
細
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

後
の
死
亡
通
知
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
六
月
十
七
日
（
戦
死
報
告

書
で
は
六
月
十
五
日
）、
岳
麓
山
を
攻
撃
す
る
指
示
を
受
け
、
湖
南
省
長

沙
市
近
郊
の
岳
麓
山
麓
の
梅
渓
河
を
偵
察
中
に
被
弾
し
、
そ
の
ま
ま
戦
死

し
た
模
様
で
あ
る
。
戦
死
に
伴
い
、
中
尉
進
級
上
申
も
行
わ
れ
、
最
後
の
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森
山
正
文
の
手
紙
で
は
既
に
「
橋
間
直
治
中
尉
」
と
な
っ
て
い
る
。
岳
麓

山
攻
撃
の
こ
と
は
、
椿
第
六
八
四
七
部
隊
（
工
兵
第
三
十
四
聯
隊
）
に
関

す
る
情
報
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
『
帝
国
陸
軍
編
成
総
覧
』（
上
法
快
男
編
、

芙
蓉
書
房
、
一
九
八
七
年
十
二
月
）
な
ど
に
見
え
る
。

　

岳
麓
山
攻
撃
は
、「
日
本
ニ
ュ
ー
ス
」
第
215
号
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
戦
争
証
言
ア
ー

カ
イ
ブ
よ
り
）
で
も
放
送
さ
れ
た
次
の
内
容
で
あ
る
（
再
生
テ
キ
ス
ト
に

よ
る
）。

　

敵
、
重
慶
軍
に
迷
い
の
夢
深
く
し
て
、
い
ま
だ
醒
め
ず
。
さ
れ
ば
、

皇
軍
の
一
隊
は
暁
を
つ
い
て
長
江
を
押
し
渡
り
、
長
沙
前
面
に
そ
の

夢
を
破
る
。
す
な
わ
ち
総
攻
撃
の
命
は
下
っ
た
。
時
に
6
月
16
日
。

長
沙
。
長
沙
は
長
江
を
も
っ
て
そ
の
外
堀
と
な
し
、
長
江
左
岸
、
岳

麓
山
の
天
嶮
（
て
ん
け
ん
）
に
よ
っ
て
第
9
戦
区
本
拠
の
要
塞
（
よ

う
さ
い
）（
音
声
中
断
）
し
か
も
6
月
17
日
朝
、
敵
が
天
嶮
と
頼
む

岳
麓
山
、
既
に
我
が
手
に
帰
し
、
長
沙
を
眼
下
に
睨
ん
で
、
巨
弾
を

打
ち
込
む
態
勢
は
整
っ
た
。

　

戦
死
後
、
幾
通
も
の
戦
死
報
告
や
死
亡
通
知
が
橋
間
家
宛
に
送
ら
れ
た

の
は
橋
間
直
治
と
い
う
人
物
の
軍
に
お
け
る
位
置
に
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
遺
骨
は
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
丁
重
に
公
葬
が
行
わ

れ
、
弔
詞
綴
が
送
ら
れ
た
の
も
並
一
般
の
兵
卒
と
は
こ
と
な
る
「
陸
軍
中

尉
」
と
い
う
肩
書
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
証
の
一
つ
で
あ
る
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
二
十
八
日
の

日
付
が
付
さ
れ
た
一
通
の
「
戦
没
将
兵
ノ
恩
典
拝
受
」
に
関
わ
る
事
項
が

記
さ
れ
た
紙
（
後
掲
）
に
は
、「
聯
隊
区
司
令
部
」
と
い
う
字
面
が
使
用

さ
れ
て
お
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
後
解
体
し
て
い
た
は
ず
の
軍
組
織
の

存
続
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
果
た
し
て
橋
間
家
に
関
す
る
数
々
の
資
料

に
は
ど
の
よ
う
な
情
報
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
橋

間
直
治
と
関
連
す
る
資
料
の
日
付
を
頼
り
に
、
さ
ら
に
考
察
を
行
い
た
い
。

三
　
資
料
に
残
さ
れ
た
日
付

　

橋
間
直
治
に
関
す
る
一
部
の
資
料
に
は
、
先
に
掲
げ
た
も
の
の
よ
う
に

日
付
が
付
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
そ
れ
ら
の
一
部
を
改
め
て
時
間
順
に
配

列
し
掲
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
と
な
る
。

　　

①（
前
掲
）入
営
記
念
写
真
（
昭
和
十
五
年
十
二
月
一
日
）

　

②（
前
掲
）位
階
証
：
叙
正
八
位
（
昭
和
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日
）

　

③
橋
間
直
治
直
筆
手
紙

　
　

 

（ 

封
筒
表
：
兵
庫
県
氷
上
郡
和
田
村
富
田　

橋
間
き
ぬ
様　
〈
軍
事

郵
便
〉

　
　

裏
：
旅
順
満
州
第
二
六
四
部
隊
犬
飼
隊　

橋
間
直
治
拝　

三

月
廿
四
日　

※
昭
和
十
八
年
か
）

拝
啓春

暖
の
候
御
母
上
様
に
は
益
々
御
元
気
に
て
御
働
き
の
由
う
れ

し
く
存
じ
ま
す

当
地
も
大
分
良
い
天
候
に
成
つ
て
四
月
も
中
ば
に
な
れ
ば
美
く
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し
い
桜
が
咲
き
揃
ふ
様
子
で
す
が　

又
元
の
所
へ
帰
り
ま
す
故

通
信
の
方
は
前
の
処
の
方
へ
御
願
ひ
致
し
ま
す

各
方
面
よ
り
御
便
り
を
戴
き
内
地
の
緊
張
し
た
様
子
を

頼
も
し
く
存
じ
ま
す

羽
山
の
義
兄
様
が
又
名
誉
あ
る
応
召
の
由
御
祝
ひ

申
上
げ
且
つ
御
武
運
の
長
久
な
ら
ん
事
を
御
祈
り

致
す
次
第
で
あ
り
ま
す

本
日
は
物
資
の
な
い
折
柄
あ
ん
な
結
構
な
氷
砂
糖
や

里
の
香
の
す
る
あ
の
干
柿
を
お
送
り
下
さ
い
ま
し
て

皆
で
美
味
し
く
頂
き
ま
し
た

十
二
月
に
は
色
々
御
心
配
下
さ
っ
た
様
で
す
が
お
志
＊
厚
く

 

（
＊
─
モ
ト
不
明
、
重
書
消
。）

御
礼
申
上
ま
す　

播
口
少
尉
に
も
よ
ろ
し
く
御
礼
申
し
下
さ
い

戦
地
で
何
時
も
二
人
一
緒
に
暮
ら
し
て
ゐ
た
も
の
で
心
も
よ
く
合
つ

て
居
り
ま
す
故

先
づ
は
取
敢
へ
ず
御
礼
申
上
ま
す　
　
　
　
　
　
　
　
　

敬
具

　
　

三
月
二
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
治
拝

　

母
上
様

 

農＊
＊

事
試
験
場
の
便
り
も
頂
き
ま
し
た　

石
神
戸
の

田
さ
ん
も
最
優
秀

な
成
績
で
学
校
卒
業
今
奉
天
に
て
立
派
な
少
尉
に

な
つ
て
居
ら
れ
ま
す 

（
＊
＊
─
二
字
判
読
難
）

④
橋
間
直
治
直
筆
手
紙
（
十
月
三
十
日
）　

※
昭
和
十
八
年
か

（
封
筒
表
：
…
橋
間
ま
さ
ゑ
様　
　
〈
軍
事
郵
便
〉
検
閲
済
み　
＊
「
ま
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さ
ゑ
」
は
親
族
間
で
の
キ
ヌ
の
通
称

　
　

裏
：
中
支
派
遣
椿
六
八
四
七
部
隊　

青
葉
隊　

見
習
士
官　

橋
間
直
治
拝
）

母
上
様

又
々
御
小
包
有
難
う
／
存
じ
ま
し
た

丁
度
朝
夕
の
お
茶
に
／
大
変
よ
い
の
で
皆
で
／
賞
揚
し
て
頂
い
て
／

ゐ
ま
す

薬
も
入
手
致
し
／
ま
し
た

厚
く
御
礼
申
上
げ
ま
す

（
写
真
）
写
真
ヲ
三
枚
／
お
送
り
致
し
ま
す

こ
の
写
真
は
三
ヶ
月
／
程
の
○
○
で
／
帰
つ
た
所
で
す

何
分
ひ
げ
が
の
び
て
／
ゐ
た
ん
で
す
が
／
そ
つ
て
か
ら
で
す
が
─

朝
夕
め
つ
き
り
涼
し
く
／
成
つ
て
来
ま
し
た
が
御
体
御
大
切
に

　

御
留
守
の
程
を 

（
写
真
）

　
　

十
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
治
拝

⑤
任
官
証
（
昭
和
十
九
年
六
月
十
七
日
）

　
　
　
　

陸
軍
少
尉
橋
間
直
治

任
陸
軍
中
尉

昭
和
十
九
年
六
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
従
二
位
勲
一

等
功
二
級
小
磯
國
昭
宣

⑥ （
前
掲
）戦
死
報
告
書　
（
昭
和

十
九
年
九
月
四
日
）

⑦ （
前
掲
）死
亡
通
報　
　
（
昭
和

十
九
年
十
一
月
十
日
）

⑧ （
前
掲
）森
山
正
文
氏
手
紙　

（
日
付
は
記
さ
れ
な
い
が
、
⑦

の
死
亡
通
知
に
工
兵
隊
長
森
山

正
文
と
の
署
名
が
あ
っ
た
た
め
、

恐
ら
く
⑦
の
後
に
個
人
に
よ
っ

て
改
め
て
送
ら
れ
た
状
況
説
明
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で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）

⑨ 
公
葬
通
知
（
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
九
日
）

通
第
一
九
七
〇
号

　
　

昭
和
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

和
田
村
長　

池
田
佐
太
郎（
印
）

橋 

間 

き 
ぬ　

殿

　
　

公
葬
執
行
ニ
関
ス
ル
件
通
知

今
般 

時
局
ノ
新
展
開 
ニ
伴
ヒ 

将
来
ノ
公
葬
執
行
ニ
関
シ
テ
ハ

種
々
支
障
有
之
哉
モ 
不
計
知
情
況
ト
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
区
長

各
位
ト
協
議
ノ
結
果 

左
記
日
時
ニ
現
在 

御
帰
還
ノ
英
霊 

及

公
（
内
）
報
ニ
接
シ
タ
ル 

英
霊 

全
柱 

ノ
合
同
村
葬
ヲ
執
行
可

仕
候
同
此
段
及
通
知
候
也

尚
、家
庭
ノ
都
合
上 

次○

回○ 

ヲ○

希○

望○

セ○

ラ○

ル○

○ヽ

向
ハ 

八
月
末
日
迄

ニ
役
場
ヘ
御
報
相
成
度
申
添
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

　
　
　

一
、
公
葬
日
時　
　

昭
和
二
十
年
九
月
十
日
午
后
一
時

　
　
　

一
、
場　
　

所　
　

和
田
村
忠
魂
碑
前

⑩
弔
詞
綴
（
昭
和
二
十
年
九
月
十
日
）

　
（
表
紙
：
維
持
昭
和
二
十
年
九
月
十
日
合
同
村
葬
執
行

　
　
　
　

 

故
陸
軍
中
尉
橋
間
直
治
君
外
三
十
一
勇
士

　
　
　
　

 　

弔　

詞　

綴

　
　
　
　

 

橋
間
家　
　
　
　

和
田
村
）

　
（
頁
1
）

　
　
　
　
　

目
次

一
、　

和
田
村
長
祭
文

二
、　

陸
軍
大
臣
弔
詞

三
、　

陸
軍
参
謀
総
長
弔
詞

四
、　

海
軍
大
臣
弔
詞

五
、　

海
軍
軍
令
総
長
弔
詞

六
、　

聯
合
艦
隊
司
令
長
官
弔
詞

七
、　

兵
庫
県
知
事
弔
詞

八
、　

柏
原
警
察
署
長
弔
詞

九
、　

帝
国
在
郷
軍
人
会
長
弔
詞
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一
〇
、
氷
上
郡
町
村
長
会
長
弔
詞

一
一
、
氷
上
郡
内
町
村
長
弔
詞

一
二
、
氷
上
郡
内
帝
国
在
郷
軍
人
会
各
町
村
分
会
長
弔
詞

　
（
中
略
）

　
（
頁
3
冒
頭
）

　
　
　
　

 

嗚
呼　

海
行
か
ば
水
漬
く
屍　

山
行
か
ば
草
む
す
屍

⑪
恩
典
拝
受
の
案
内
（
昭
和
二
十
一
年
二
月
二
十
八
日
）

　
（
封
筒
裏
：
福
岡
県
二
日
市
町
多
々
良
製
作
所
内　

　
　
　
　
　
　

 

支
那
派
遣
軍
九
州
連
絡
所
）
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拝
啓　

湘〈
手
書
き
〉桂作

戦
ニ
第
一
小
隊
長
ト
シ
テ
参
加
昭
和
十
九
年
六
月

　
　
　

十
七
日
長
沙
県
岳
麓
山
攻
略
戦
ニ
際
シ
梅
渓
河

　
　
　

渡
河
作
業
ニ
従
事
敵
小
銃
弾
ニ
依
リ
右
肩
胛
下

　
　
　

部
穿
透
銃
創
ニ
依
リ
同
日
午
前
二
時
十
分
）

（

）

（〈
手
書
き
〉

故
陸
軍
中
尉

橋
間
直
治
）
殿
支
那
ニ
於
テ
御
戦
歿
相
成
候
条
謹
ミ
テ
哀
悼
ノ
意
ヲ

表
シ
候
就
テ
ハ
今
般
／
支
那
派
遣
軍
復
員
ニ
際
シ
戦
歿
将
兵
ノ
恩
典

拝
受
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
メ
度
所
存
ニ
有
之
候
ヘ
バ
別
紙
／
恩
典
事
項
御

記
入
ノ
上
御
返
送
相
煩
度
御
依
頼
申
上
候

追
而
拝
授
状
況
不
明
ナ
ル
折
ハ
聯
隊
区
司
令
部
若
ク
ハ
各
市
町
村

長
等
ニ
問
合
セ
ラ
レ
度

尚
死
亡
区
分
ニ
由
リ
恩
典
事
項
ノ
一
部
ヲ
欠
ク
場
合
有
之
ベ
キ
ニ

付
為
念
申
添
フ

　
　

昭
和（〈
手
書
き
〉

21
）年（
2
）月（
28
）日　

福
岡
市
支
那
派
遣
軍
復
員
本
部

 

復　

員　

本  

部　

長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（〈
印
字
〉支那

派
遣
軍
連
絡
）

　
　
（〈
手
書
き
〉
橋 

間 

き 

ぬ
） 

殿

　

右
記
の
よ
う
に
十
一
の
資
料
を
日
付
順
に
掲
げ
た
が
、
③
④
は
年
が
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
応
昭
和
十
八
年
の
も
の
と
見
な
し
た
。
ま
た
、
⑧

に
関
し
て
も
、
同
じ
森
山
正
文
書
の
戦
死
状
況
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
が
、

⑦
が
公
的
な
も
の
、
⑧
が
⑦
に
詳
細
を
加
え
た
私
的
な
手
紙
と
判
断
し
、

こ
の
よ
う
な
配
列
と
し
た
。

四
　
な
い
は
ず
の
も
の

　

橋
間
家
に
届
い
た
資
料
を
日
付
順
に
配
列
し
た
が
、
そ
こ
で
前
述
の
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
後
解
体
し
て
い
た
は
ず
の
軍
組
織
の
存
続
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
再
び
浮
上
し
て
く
る
。

　

⑩
と
⑪
は
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
九
月
十
日
と
昭
和

二
十
一
年
二
月
二
十
八
日
で
あ
る
。
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
は
玉
音

放
送
が
流
さ
れ
、
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
に
は
、
ア
メ
リ
カ
海
軍
の
戦
艦
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ミ
ズ
ー
リ
上
で
降
伏
文
書
の
調
印
式
が
行
わ
れ
、
重
光
葵
、
梅
津
美
治
郎

が
降
伏
文
書
に
署
名
し
、
日
本
軍
の
完
全
降
伏
が
確
定
事
実
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
後
に
解
体
し
て
い
た
は
ず
の
陸
軍
組
織
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
⑩
の
弔
詞
綴
に
は
、
陸
軍
大
臣
・
陸
軍
参
謀
総

長
・
海
軍
大
臣
・
海
軍
軍
令
総
長
・
聯
合
艦
隊
司
令
長
官
な
ど
が
明
記
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
帝
国
在
郷
軍
人
会
は
昭
和
二
十
年
八
月
三
十
一
日

に
解
散
を
宣
言
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（「
帝
国
在
郷
軍
人
解
散
要

領
」
昭
和
二
十
年
八
月
三
十
一
日
）、
昭
和
二
十
年
九
月
十
日
と
日
付
が

付
さ
れ
た
⑩
に
は
、
依
然
と
し
て
「
帝
国
在
郷
軍
人
会
」
の
組
織
名
が
公

然
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
和
田
村
長
祭
文
で
は
戦
死
者
の
情
報
が

記
さ
れ
た
の
ち
、「
海
行
か
ば
」
が
大
き
な
字
で
書
か
れ
、
追
悼
の
歌
と

し
て
読
ま
れ
て
い
る
。
⑪
は
第
二
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
聯
隊
区
司

令
部
」
や
「
支
那
派
遣
軍
連
絡
部
長
」
の
名
称
が
み
ら
れ
る
。
戦
時
下
の

公
葬
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
荒
川
章
二
氏
が
『
軍
隊
と
地
域
』（
青
木
書

店　

二
〇
〇
一
年
）
で
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

日
清
戦
争
中
の
戦
死
者
葬
儀
は
、
生
前
の
死
者
を
知
る
町
内
・
部
落

関
係
者
を
実
行
事
務
主
体
と
し
町
村
の
公
葬
的
性
格
を
と
つ
て
い
た

の
が
、
戦
争
末
期
に
は
葬
儀
の
執
行
主
体
に
お
い
て
行
政
と
議
会
が

中
心
と
な
る
町
村
公
葬
（
た
だ
し
公
費
の
支
出
は
行
わ
な
い
）
に
転

換
し
（
後
略
）

　

現
在
普
及
し
て
い
る
認
識
で
は
あ
た
か
も
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
の

玉
音
放
送
を
境
に
、「
帝
国
日
本
」
が
「
再
建
日
本
」
へ
と
一
転
し
た
か

の
よ
う
で
あ
る
が
、
事
実
上
、
軍
の
組
織
は
根
本
的
に
は
壊
滅
せ
ず
、
こ

の
よ
う
な
弔
詞
綴
や
恩
典
拝
受
の
案
内
に
痕
跡
を
残
す
形
で
、
暗
黙
の
中

に
存
命
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
実
、「
大
日
本
帝
国
陸
軍
」
の
「
陸

軍
省
」
は
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
に
「
第
一
復
員
省
」
と
な
り
、
そ
の
か

つ
て
の
名
称
を
失
っ
た
。
そ
れ
は
陸
軍
解
散
か
ら
数
か
月
後
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
同
時
に
、
組
織
自
体
が
崩
壊
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。

　

軍
降
伏
の
日
付
と
資
料
に
残
さ
れ
た
日
付
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
そ
れ
は
「
終

わ
り
し
者
た
ち
」
が
望
ん
で
い
た
の
か
ど
う
か
さ
え
分
か
ら
な
い
「
終
わ

ら
ぬ
「
も
の
」」
の
存
続
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
橋
間
き
ぬ
が
一
切

他
言
せ
ず
に
、
橋
間
直
治
が
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
た
証
を
守
り
続
け
た

の
は
、
わ
が
子
に
課
せ
ら
れ
、
命
を
奪
っ
た
戦
争
に
対
す
る
感
激
か
ら
と

は
到
底
思
え
な
い
。
故
郷
の
干
し
柿
を
喜
ん
で
い
た
橋
間
直
治
個
人
の
面

影
は
、も
は
や
「
陸
軍
中
尉
」
と
い
う
肩
書
に
埋
葬
さ
れ
、「
終
わ
ら
ぬ
「
も

の
」」
を
証
明
す
る
形
で
記
録
上
の
人
物
と
な
っ
た
。
果
た
し
て
き
ぬ
は

そ
の
こ
と
を
喜
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
現
在
の
我
々
に
は
も
は
や
そ
れ

を
知
る
手
段
す
ら
な
い
。

【
謝
辞
】

　

こ
の
資
料
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
藤
原
家
に
深
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
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）


